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Ⅰ．はじめに 

 

出雲市は、平成１７年３月に合併後、同年１２月に概ね１０年間の

行財政改革の指針となる「２１世紀出雲市行財政改革大綱」を策定し、

これに基づく「第１期・第２期出雲市行財政改革実施計画」により、

さまざまな行財政改革に取り組まれてきた。 

その後、平成２６年４月に本市としては第２次となる「出雲市行財

政改革大綱」を策定し、この具体的な取組項目を定めた「第１期・第

２期出雲市行財政改革実施計画」により、継続して行財政改革に取り

組まれている。特に平成２６年度から平成２８年度までの３年間は、

合併前後に行った社会基盤整備を起因とした厳しい財政状況を早急に

立て直す必要があったため、この期間を集中改革期間と位置付けて、

事務事業や補助金等の見直し、使用料・手数料の見直しなど、行財政

改革の取組を強力に推進され、現在に至っている。 

取組の結果、財政の健全化を示す指標の一つである実質公債費比率

は、現大綱策定当時の平成２６年度に１９．５％であったものが、令

和４年度には１２．５％に、また、将来負担比率は、平成２６年度に

１９６．９％であったものが、令和４年度に１５７．４％に下がるな

ど改善が図られている。また、普通会計の市債残高は、平成２６年度

に１１８，８７９百万円あったものが、令和４年度には９４，８０８

百万円に削減され、着実に改善が進んでいると評価できる。 

しかしながら、令和３年度決算における出雲市と類似団体との数値

を比較すると、実質公債費比率は出雲市１２．６％に対して類似団体

の平均値は４．０％、将来負担比率は出雲市１５５．４％に対して  

２６．９％、市債残高は出雲市９９，５２９百万円に対して     

５６，８７８百万円と、依然として大きな開きがある。 

市では、令和４年９月に、本市のまちづくりを進めるための最上位

計画となる出雲市総合振興計画「出雲新話２０３０」を策定され、ま

ちづくりの将来像を、「『出雲力』で夢☆未来へつなげ 誰もが笑顔に

なれるまち」とされた。この将来像の実現に向けて６つの基本方策「と

もに創る」、「ともに守る」、「ともに結ぶ」、「ともに支える」、「ともに

育む」、「ともに楽しむ」を柱と定め、多様化する時代のニーズを的確
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に捉え、将来につながる施策を推進するとされている。 

一方、令和３年１２月に策定された「出雲市財政計画」によると、

歳出面では、新体育館や学校再編に伴う新設小学校等の大規模な建設

事業費の増や少子高齢化に伴う扶助費の増に加え、頻発化・激甚化す

る災害の備えなどの対応経費が今後必要になるとされている。こうし

た状況から、計画期間中の大半の年度において収支不足が生じており、

財政調整基金・減債基金から総額１８億円を繰り入れることにより収

支の均衡を図るなど、依然として厳しい財政状況にある。 

このように、これまでの取組により、着実に改善が進んではいるも

のの、厳しい財政状況であることには変わりなく、行財政改革の取組

は、未だ道半ばであると言える。次世代に高負担を強いることのない

持続可能な行財政運営を行うことができるよう、引き続き気を緩める

ことなく行財政改革の取組を行っていく必要がある。 

こうした状況において、現大綱が今年度末で１０年目を迎えること

や、第２期実施計画の計画期間が今年度末をもって終了することから、

令和５年７月２６日、出雲市長から本審議会に、 

１．「出雲市行財政改革第２期実施計画」の成果の検証について 

２．「出雲市行財政改革大綱（第３次）」の策定について 

３．次期「出雲市行財政改革実施計画」の策定について 

の３点について諮問があった。 

 市長からの諮問を受け、当審議会では、令和５年７月２６日以降、

４回の会議を開催し、市の現状を踏まえながら今後の行財政改革の方

向性について審議をしたところである。 

本答申は、新たな行財政改革大綱と実施計画の策定に向けて、各委

員がそれぞれの分野の視点に立って、活発に意見交換を行い、今後の

行財政改革における基本的な方向性を取りまとめたものである。 
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Ⅱ．「出雲市行財政改革第２期実施計画」の成果について 

 

１．取組の成果 

第２期実施計画の取組の実施にあたっては、行財政改革大綱に掲げ

る４つの取組項目ごとに財政効果額の目標数値を設定されている。こ

の数値は、平成３０年度に策定された財政計画における第２期実施計

画の取組期間である５年間の収支不足額１７億円に、第１期実施計画

から継続する効果額約２６億円を加えた４３億円と設定されている。 

令和元年度から令和４年度までの４年間の目標額と実績額は、以下

のとおりであった。 

⑴効率的・効果的な行財政運営 

目標額： ７億円 

実績額： ５億９，６３０万円 

比 較：△１億  ３７０万円（達成率：８５．２％）  

⑵公共施設のあり方と管理運営 

目標額： ３億４，０００万円 

実績額： ３億６，０２０万円 

比 較：   ２，０２０万円（達成率：１０５．９％） 

⑶組織・機構と適正な人員管理 

目標額： ９億４，０００万円 

実績額： ８億６，８１０万円 

比 較：  △７，１９０万円（達成率：９２．４％） 

⑷財源の確保と債務の抑制 

目標額：１３億２，０００万円 

実績額：３２億４，１２０万円 

比 較：１９億２，１２０万円（達成率：２４５．５％）  

 

⑴～⑷の合計 

目標額：３３億円 

実績額：５０億６，５８０万円 

比 較：１７億６，５８０万円（達成率：１５３．５％） 
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また、令和４年度までの４年間の実質公債費比率の推移は以下のと

おりであった。 

令和元年度：１４．３％ 

令和２年度：１２．９％ 

 令和３年度：１２．６％ 

 令和４年度：１２．５％（令和元年度比△１．８％） 

 

令和４年度までの４年間の財政効果額は、５０億６，５８０万円で

あり、目標額の３３億円を上回るとともに、令和５年度も含めた計画

全体の目標額４３億円は１年前倒しで達成された。 

実質公債費比率に関しても、年々低下しており、平成３０年度に策

定された財政計画における令和５年度の計画値１３．４％を令和２年

度の時点でクリアするなど、着実に改善が進んでいる。 

 

２．成果の検証 

⑴効率的・効果的な行財政運営 

①事務事業の適正な推進 

・ＰＤＣＡサイクルを用いた事務事業評価などを通じ、３４件（廃

止７件、縮小１５件、改善１２件）について事業の見直しが実施

された。 

・ＡＩ（人工知能）、ＲＰＡ（業務自動化）などのデジタル技術の

活用により業務の効率化が図られた。また、行政手続等における

押印・署名の見直しを行うなど、行政手続のオンライン化に向け

て取り組まれている。 

②補助金・負担金及び扶助費のあり方 

・補助金等を評価する点検項目を設定し、原則３年毎の見直しによ

り、２２件（廃止１１件、縮小１０件、改善１件）について補助金等

の見直しが実施された。 

③外郭団体 

・２つの法人（㈱多伎振興、㈱フロンティアいずも）の完全民営化

が実施された。 
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⑵公共施設のあり方と管理運営 

①公共施設の今後のあり方 

   ・「出雲市公共施設のあり方指針」（平成２７年３月策定）に基づき、

いちじくの里（１・２区）、見晴らしの丘公園（キララコテージ）

などの施設について民間譲渡が行われるなどの取組が進められ

た。 

   ・令和５年３月に「出雲市公共施設のあり方指針（第２次）」が策

定され、継続して施設の統廃合や譲渡等の取組を行うこととされ

た。 

②公共施設の管理運営 

・指定管理者制度における統一的な指針を定めた「指定管理者制度

の運用に関する方針」（平成２７年６月策定）について、適時見

直しを行いながら、これに基づき指定管理者の募集・選定が行わ

れた。 

 

⑶組織・機構と適正な人員管理 

①時代に即応した組織・機構 

・社会情勢の変化や多様化するニーズへの対応、重点施策の実施の

ため、必要に応じて組織・機構の見直しや専門職の配置等が実施

された。 

②適正な人員管理 

・業務量に応じた適正な職員数の確保に努められた。 

・市長、副市長、教育長等の特別職の給与の減額が継続して実施さ

れた。 

 

⑷財源の確保と債務の抑制 

①使用料・手数料の見直し 

・水道料金の改定や神門通り交通広場の駐車場を有料化にするなど

の使用料等の見直しが行われた。 

②財源の確保 

・出雲市収納対策本部会議を開催され、市税、保険料、保育料等の

収納率向上と未収金削減などの収納対策の強化が図られた。 
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・遊休地の売却や貸付、不用となった公用車の売却などにより、資

産の処分や有効活用が行われた。 

・ふるさと納税制度の積極的な取組により寄附額の増額が図られた。 

・ガバメントクラウドファンディングを実施するなど、新たな財源

の確保に取り組まれた。 

③起債の抑制 

・出雲市財政計画に基づき、新規に発行する市債の抑制を図られた。 

・市債の繰上償還を実施し、市債残高の削減と利払いの低減を図ら

れた。 
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Ⅲ．「第３次出雲市行財政改革大綱」及び「出雲市行財政改革実施計

画」の策定に向けて 

 

１．第３次行財政改革大綱及び実施計画の策定に向けた基本的な考え方 

これまでの行財政改革の取組により、実質公債費比率や将来負担比

率などの財政の健全化を示す各種指標の数値が改善傾向にあるなど、

着実に改善は進んでいるものの、全国平均と比較すると依然として大

きな開きがあり、引き続き行財政改革の取組を進めていくことが必要

である。 

こうした本市の状況を踏まえ、次期行財政改革の取組の検討にあた

っては、現在の取組を基本としながらも、デジタル技術の活用や働き

方改革などの時代背景を考慮した新たな視点の取組を加えることが必

要であると考えた。取組の基本方針を以下の３つに設定し、取組の基

本的な考え方や方向性、取組の内容について取りまとめたので、次の

とおり提言する。 

なお、行財政改革の取組は、最終的には市民の福祉の向上のために

行うものであるが、その過程において市民生活や地域活動等に影響が

及ぶ取組も多く、その実施にあたっては、市民や地域等へ丁寧な説明

を行い、理解と協力を求めることが重要であることを申し添える。 

 

 ⑴取組の基本方針 

○市民の福祉の向上と持続可能な行政サービスを提供するための行

財政改革 

○真に必要な事務事業の取捨選択を行い、安定的な財政基盤を築くた

めの行財政改革 

○これまで実施してきた行財政改革の取組を基本としながらも、ＤＸ

や民間活力を積極的に活用した行財政改革 

 

⑵取組の目標設定 

令和３年度に策定した「出雲市財政計画」は、令和４年度から令和

１３年度までの１０年間の本市の財政見通しを示した計画とされてい

る。この計画は、本市の予算編成における基本的な指針・枠組として
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位置付けていることから、大綱の策定にあたっては、財政計画を基本

とした取組を進められたい。 

また、実施計画に定める行財政改革の目標額の設定にあたっては、

財政計画における収支不足額を目標値として設定することが妥当であ

ると考える。 

 

２．個別の取組方針 

  個別の取組項目の設定にあたっては、現在の取組を基本としつつ、新

たな取組を加えることで、時代に適した行財政改革になるものと考え、

以下のとおり設定した。 

また、それぞれの項目には、「現状と取組の方向性」として、これま

での取組成果の検証を踏まえ、現在の状況や課題、取り組むべき方向性

を記載している。そして、「取組内容」には、具体的な内容などについ

て記載をしている。 

 

⑴効率的・効果的な行財政運営 

 ①適正な事務事業の実施 

 【現状と取組の方向性】 

✓ 社会情勢の変化や多様化する市民ニーズへの対応のため、市が

実施する事務事業は複雑化・増加傾向にあります。業務量が増

加する中、限られた財源と職員数のなかで、市が全てのニーズ

に対応することは困難な状況です。 

✓ 市が行う事務事業は、これまでにも適宜見直しを行いながら実

施してきましたが、持続可能な行財政運営を行っていくために

は、こうした見直しを継続して行っていく必要があります。見

直しにあたっては、市が担うべき事業であるか、市民生活に欠

くことができない事業であるか、費用対効果は適切であるかと

いった視点（一定の基準）を持ちながら判断していく必要があ

ります。 

✓ 増加する業務量への対応や、自治体が抱える課題の解決に向け

て、民間が有する知識やアイデアを有効に活用することで、行

政サービスの質の向上や行政コストの低減などを図っていくこ
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とが必要となっています。 

 

  【取組内容】 

〇事務事業の見直し 

・市が行う事務事業は、時代のニーズを把握し、真に必要な事業

であるか検証を行い、常に見直しを実施 

・新規事業を立ち上げる場合は、原則、既存事業を廃止または縮

小（スクラップ・アンド・ビルド） 

・新規事業の実施にあたっては、大幅な計画変更が生じないよう、

計画の段階で事業効果や実施期間等を十分に検討 

〇一定の基準の設定 

    ・事務事業の見直しにあたっては、事務事業の必要性や費用対効

果を総合的に検証 

    ・事務事業の検証にあたっては、ＰＤＣＡサイクル（Ｐｌａｎ＝

計画、Ｄｏ＝実行、Ｃｈｅｃｋ＝評価、Ａｃｔｉｏｎ＝改善）

などの評価手法を用いて検証を実施 

〇民間委託等の活用（アウトソーシング） 

    ・民間にできることは民間に委ねることを念頭に、民間委託等を

検討 

   〇官民連携した取組の推進 

    ・自治体が抱える課題に対して、民間事業者のノウハウや民間資

金等を活用することで、行政コストを抑えながら課題の解決を

図る官民連携の取組を検討 

 

②補助金・負担金のあり方 

  【現状と取組の方向性】 

✓ 市では、市民生活を支えるための支援や地域経済の活性化など

を目的に、市の施策に沿った取組に対して補助金を交付してい

ます。補助金のあり方については、補助金ごとに交付目的の明

確化や成果指標の設定を行うなどの定期的な見直しを実施して

おり、この見直しは継続して行っていく必要があります。 
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  【取組内容】 

   〇補助金の目的に沿った成果基準の設定 

・補助金の目的を明確化し、成果基準（目的を達成するための基

準を設定したうえで検証を実施 

〇定期的な見直し期間の設定 

・原則３年の終期を設定 

・継続する場合もゼロベースから評価し、当初の目的を達成した

場合は、原則廃止 

〇補助対象の適正化 

・補助対象経費の明確化と適正化 

・所得要件の設定や市税等の納付状況の確認による補助対象者の

適正化 

〇適正な受益者負担の設定 

・適正な補助率の設定（補助率は原則１／２以内） 

・国・県制度における市の負担割合を超えた補助はしない 

 

③ＤＸ推進による業務の効率化と市民サービスの向上 

  【現状と取組の方向性】 

✓ 市が行う業務量は増加傾向にあり、限られた職員数で対応する

ためには、業務の効率化と省力化を図る必要があます。これを

解決する一つの手法として、デジタル技術の積極的な活用が必

要になっています。 

✓ デジタル技術の活用により、業務の効率化を図ることができ、

時間外勤務の縮減などの経費の削減や、事務負担の軽減による

職員のワークライフバランスの推進につながります。また、業

務の効率化によって得た時間を、市民との対話や相談業務に振

り向けることで、市民サービスの向上につながります。 

✓ デジタル技術を活用した窓口の構築や行政手続のオンライン化

は、市民の利便性向上に大きく貢献します。この推進にあたっ

ては、インターネットや各種情報端末などのデジタル技術を使

える人と、そうでない人の間に格差が生じないよう、対策を講

じていく必要があります。 
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  【取組内容】 

〇デジタル技術を活用した窓口の構築や行政手続のオンライン化 

・「書かない窓口」の設置検討 

・公共施設予約システムの構築・運用 

・押印・署名の見直しによる行政手続きのオンライン化の推進 

〇ＡＩ・ＲＰＡ等の活用 

・業務の効率化・省力化の推進 

○デジタル技術の導入にあわせた業務改善 

・デジタル技術の導入にあわせ、既存の業務プロセスを再度見直

し、業務の更なる効率化を実現 

・業務のデジタル化やペーパーレス化の推進 

・電子決裁システム（文書管理・財務会計）の構築・運用 

・テレワークやリモート会議の推進 

○デジタル技術の利用機会等の格差是正 

    ・スマートフォン講座などによる活用支援 

    ・利用が難しい人への対応 

○セキュリティ対策の徹底 

 

④外郭団体のあり方 

 【現状と取組の方向性】 

✓ 民間にできることは民間に任せるという基本的な考え方のもと、

市が関与する必要性が低いと判断した団体については、順次民

営化を進めてきました。外郭団体の民営化については、各団体

の設立当初の政策目的と現状を照らし合わせ、市の関与のあり

方を個別に判断しており、今後の状況を見ながら必要に応じて

団体ごとに対応を検討していく必要があります。 

 

  【取組内容】 

   〇市の関与のあり方を検討 

・団体の運営状況等を見ながら、関与のあり方を検討 
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⑵公共施設のあり方と管理運営 

①公共施設のあり方 

  【現状と取組の方向性】 

✓ 本市は、２度の合併を経て、各市町が保有していた多くの公共

施設（公共建築物・インフラ資産）を引き継ぎました。 

✓ スポーツ施設、文化施設などの公共施設（公共建築物）を維持

管理していくために多額の経費が必要であったこと、また、人

口規模に見合う施設数にする必要があったことなどから、「出雲

市公共施設のあり方指針」を策定し、施設の見直しに取り組ん

できました。取組の結果、民間譲渡の推進など、一定の成果は

でているものの、取組は道半ばであり、今後も継続して取組を

進めていく必要があります。 

✓ 道路や橋梁、上下水道施設などの公共施設（インフラ資産）に

ついては、施設の改修・メンテナンスに多額の費用が必要であ

るため、個々の整備計画に基づき適正に更新・維持管理を行い、

長期的な機能・品質の確保を図っていく必要があります。 

 

【取組内容】 

〇出雲市公共施設のあり方指針の着実な実施 

・令和５年３月に策定した出雲市公共施設のあり方指針（第２次）

に基づき、施設の民間譲渡等の取組を着実に実施 

 

②公共施設の利用促進と管理運営 

 【現状と取組の方向性】 

✓ 多くの公共施設（公共建築物）では、特にここ数年、感染症の

影響もあり利用者数が伸び悩んでいます。利用促進に向けた取

組を行い、施設の利用収入の増や施設の活性化を図る必要があ

ります。 

✓ 市の普通会計に属する施設を維持管理するために、毎年約５０

億円の費用が必要であり、直営施設、指定管理施設に限らず経

費削減に向けた取組を今後も続けていく必要があります。 

✓ 老朽化した施設の改築等には、多額の費用を要することから、
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施設の長寿命化を計画的に行う必要があります。 

 

  【取組内容】 

〇施設の利用促進 

〇維持管理費の抑制 

・施設の維持管理費の精査・抑制と利用者数の増を図ることで、

利用者１人あたりのコストを低減 

〇施設の長寿命化計画策定と取組の推進 

 

⑶組織体制の充実と人材育成 

①時代の変化に適応する組織・機構 

  【現状と取組の方向性】 

✓ 社会情勢の変化や多様化する市民ニーズへの迅速な対応に留意

しながら、適宜組織の改編を行ってきました。今後も、市が取

り組む施策や事業量、職員数に応じた組織・機構をめざして見

直しを行う必要があります。 

 

  【取組内容】 

〇機動的かつ効率的な組織・機構の構築 

    ・さまざまなニーズや時代の変化に即応した専門性の高さと、縦

割り行政による弊害の排除を両立した柔軟性の高い組織・機構

の構築 

 

②人材育成と働きやすい職場環境 

  【現状と取組の方向性】 

✓ 多様化・高度化する行政需要に的確に対応できる人材の育成が

必要です。限られた職員数で効率的に事務処理をするためには、

職員一人ひとりの高い資質が必要になっています。 

✓ 各部署における専門性を高めていくために、職員の知識と経験

を踏まえた配置を考慮する必要があります。 

✓ 研修や地域住民等との対話により創造的に仕事をしていく能力

を養うことで、職員の資質向上を図ります。 
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✓ 職員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、高いモチベーショ

ンを持って業務にあたる意識を醸成するために、働き方改革に

取り組みながら職員のワークライフバランスを図り、働きやす

い職場環境を整備する必要があります。 

✓ ６５歳へ定年が延長されるなか、計画的な採用を行い、持続可

能な組織にしていく必要があります。 

 

  【取組内容】 

〇職員の資質向上に資する研修参加と市民ニーズの把握 

    ・実地研修のほかオンライン研修なども積極的に活用し、幅広い

知識を習得 

    ・市民ニーズを把握するため、職員が積極的に地域へ出かけ、必

要に応じて地域住民等との対話を実施 

   〇人事交流の充実 

    ・広く民間も含めた人事交流を通じて、新しい視点で物事を捉え

る能力を育成 

   〇知識と経験を活用した働き方の推進 

・全ての職員が自身の知識と経験を有効に活用し、やりがいを持

って活躍できる働き方の推進 

   〇ワークライフバランスの推進 

・働き方改革による時間外勤務の縮減や年次有給休暇の取得促進

などによる働きやすい組織・職場づくり 

   〇多様な働き方の推進 

    ・フレックスタイムやテレワークを活用した多様な働き方を推進 

 

⑷財源の確保と債務の抑制 

①財源の確保 

  【現状と取組の方向性】 

✓ 市の歳入は、地方交付税の先行きが不透明ななか、市税等の更

なる収納率向上に努めるとともに、国・県補助金はもとより新

たな自主財源の確保、市の保有する資産の処分や有効活用など

により、一層の歳入確保を徹底する必要があります。 

-16-



 
 

  【取組内容】 

○収納対策の強化 

・市税、公共料金等の納付方法の拡大と収納対策の強化 

○市の保有する資産の処分及び利活用 

・使用していない市有財産の有償譲渡又は有料貸付の推進 

○新たな財源の確保 

・多様な方法による広告事業の拡大 

・新たな財源確保策の検討 

・法定外目的税の導入の研究 

 

②起債の抑制 

  【現状と取組の方向性】 

✓ 合併前後の集中的な社会基盤整備への対応財源として多額の市

債を発行してきました。これまでの行財政改革の取組により、

市債残高は減少しているものの、類似団体と比較すると、いま

だに大きな開きがあります。そのため、市債の新規発行額の抑

制や繰上げ償還を行うことにより、市債残高を抑制していく必

要があります。 

 

  【取組内容】 

○市債の新規発行額を抑制 

○繰上償還の実施 

 

③使用料・手数料の見直し 

  【現状と取組の方向性】 

✓ 使用料・手数料は、受益に係る対価としての性格を持つため、

受益を受ける者と受益を受けない者との公平性を考慮して設定

する必要があります。 

✓ 市が求める使用料・手数料については、処理に要するコストや

近隣自治体の状況なども勘案しながら、必要に応じてその負担

水準を見直しする必要があります。 

✓ 施設使用料については、今後も定期的に検証を行い、適正な使
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用料を設定していく必要があります。 

 

  【取組内容】 

〇応分な受益者負担 

・受益に見合う使用料・手数料の設定 

   ○処理コストや近隣自治体の状況を勘案した使用料・手数料の設定 

○施設使用に係る適正な使用料の設定 

・施設区分、用途、使用面積等に応じた料金設定（算定基準の明

確化） 

・定期的な検証の実施 
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Ⅳ．おわりに 

 

  本市の財政状況は、これまでの行財政改革の取組により改善傾向にあ

るものの、昨今の社会情勢の変化に伴う新たなニーズへの対応や気候

変動への対策、また、未来のまちづくりに向けた投資などが必要にな

っており、歳出は増加傾向にある。こうした新たな財政需要を含め、

行政サービスを持続的に提供し、市民の福祉の向上を実現していくた

めには、安定した財政基盤の構築が求められており、事務事業の見直

しによる無駄な経費の削減など、これまでに実施してきた行財政改革

の取組を継続して実施していく必要がある。 

一方、審議会の議論においては、時代の変化とともに、これまでの

経費節減を強力に進めていく緊縮一辺倒の議論から、ＤＸの推進によ

る市民サービスの向上や、働きやすい職場環境の整備など、社会の変

化に応じた前向きな視点も必要であるとの認識で一致した。これまで

の取組を継続して実施することを基本としながらも、新たな視点を取

り入れることで、時代に適した行財政改革が実行できるものと考える。 

また、議論のなかで、行き過ぎた効率化や合理化は、市民と行政の

距離を遠ざけてしまうとの意見もあった。デジタル技術の進展などに

より市民生活が便利になる一方で、個人間のつながりや地域との結び

つきが希薄化している状況において、職員が積極的に市民と対話を行

い、市民の視点に立って物事を考えることで、市民と行政の協働によ

る行財政改革の取組になるものと考える。 

誰もが幸福で住みやすいと実感できる出雲市の実現と質のよい行政

サービスを提供していくために、今後も継続した行財政改革が必要で

ある。新たに策定される行財政改革大綱と実施計画が、本市の持続可

能な行財政運営を実現するための礎になることを期待している。 
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Administrator
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（敬称略：50音順）

役職 氏名 組織・役職等

吾郷　美奈恵 島根県立大学名誉教授

板垣　成二 出雲市議会議長

井上　克夫 出雲商工会議所副会頭

今岡　真治 出雲市議会総務委員会委員長

岩田　宜晃 連合島根中部地域協議会 出雲地区会議議長

大谷　直美 読み聞かせボランティア「さくらんぼ」代表

金村　英俊 出雲青年会議所理事長

小林　幹治 出雲市自治会連合会副会長

会長 関　　耕平 島根大学法文学部教授

高尾　雅裕 山陰中央新報社専務取締役・出雲総局長

高橋　　詠 出雲市教育委員

高橋　義孝 出雲市自治会連合会副会長

珍部　　誠 島根県農業協同組合 出雲地区本部 常務理事本部長

成相　善美 出雲市スポーツ協会会長

原　市 原市法律事務所

副会長 布野　敏次 出雲市自治会連合会会長

水　　陽子 多伎地区民生児童委員

水師　幸夫 出雲市自治会連合会副会長

森山　健治 出雲市自治会連合会副会長

渡部　英二 出雲市社会福祉協議会会長

出雲市行財政改革審議会　委員名簿

資料２
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会議 開催日 議　　題　　等

第１回 令和5年7月26日

・諮問
　　出雲市行財政改革大綱及び実施計画の策定について
・議事
　　第２期実施計画に係る取組の進捗状況について
　　行財政改革に関する令和５年度の主な取組について

第２回 令和5年8月29日
・議事
　　行財政改革第２期実施計画の実施状況について
　　第３次行財政改革大綱の骨子（案）について

第３回 令和5年10月5日
・議事
　　第３次行財政改革大綱及び実施計画の取組内容等につ
　　いて

第４回 令和5年11月1日
・議事
　　第３次行財政改革大綱及び実施計画の策定に係る答申
　　の素案について

出雲市行財政改革審議会の開催状況

資料３
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公
債
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百
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市
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措置率
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類似団体

平均

56,878

参考資料１ 
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（市債の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、

資金繰りの危険度を示すもの）

・・・家計に例えると、家庭の１年間の収入に対する年間の

借金の返済額がどのくらいの割合かを示す比率

R3類似団体平均
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かどうかを示すもの）

家計に例えると、家庭の１年間の収入に対して、将来支

払っていく借金の残額がどのくらいあるかを示す比率
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行財政改革第２期実施計画に係る取組の進捗状況 

本市は、次世代に重い負担を強いることのない持続可能な行財政運営を実現するため、

平成２６年４月に概ね１０年間の行財政改革の指針である「出雲市行財政改革大綱」、平成

３１年４月に具体的な取組項目等を定めた「出雲市行財政改革第２期実施計画（計画期間：

令和元年度～令和５年度、財政効果目標額：４３億円）」を策定し、行財政改革の取組を進

めています。 

 このたび、計画期間の４年目となる令和４年度の成果について取りまとめましたので、

以下のとおり報告します。 

 

１．令和４年度の進捗状況（財政効果見込額）      

 令和４年度の財政効果額は、約１７億１千万円であり、目標額の９億６千万円を達成し

ています。 

これまでの取組の効果等により、財政健全化指標の一つである実質公債費比率（３か年

平均）が改善傾向にあるなど、着実に改善が進んでいますが、全国平均を依然として大き

く上回っており、引き続き行財政改革の取組を進めてまいります。 

（単位：百万円） 

実 施 方 針 
実施計画年度 

合 計 
Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

１．効率的・効果的

な行財政運営 

目標額 160.0 160.0 180.0 200.0 200.0 900.0 

実績額 167.6 64.4 137.1 227.2  596.3 

２．公共施設のあり

方と管理運営 

目標額 40.0 80.0 100.0 120.0 160.0 500.0 

実績額 37.1 72.3 121.5 129.3  360.2 

３．組織・機構と 

適正な人員管理 

目標額 200.0 220.0 260.0 260.0 260.0 1,200.0 

実績額 180.8 205.8 242.1 239.4  868.1 

４．財源の確保と 

債務の抑制 

目標額 180.0 380.0 380.0 380.0 380.0 1,700.0 

実績額 463.0 748.9 917.4 1,111.9  3,241.2 

合 計 

目標額 580.0 840.0 920.0 960.0 1,000.0 4,300.0 

実績額 848.5 1,091.4 1,418.1 1,707.8  5,065.8 

達成率 146.2% 129.9% 154.1% 177.9%  117.8% 

〔参考〕実質公債費

比率（３か年平均） 

H30財政計画 14.9% 14.0% 13.6% 13.6% 13.4%  

決算値 14.3% 12.9% 12.6% 12.4%   

※令和４年度の実績額、達成率及び実質公債費比率（３か年平均）は見込値です。 

＜参考＞令和３年度決算に基づく実質公債費比率・将来負担比率 

 出雲市 市区町村の平均値 

実質公債費比率 12.6% 5.5% 

将来負担比率 155.4% 15.4% 

参考資料２ 
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２．第２期実施計画の取組項目別進捗状況及び令和４年度の財政効果額 

※令和 4年度財政効果額には令和元年度からの取組による効果額も含んでいます。 

            （単位：百万円） 

取組項目 主な取組内容 
令和 4年度財政効果額 

目標額
① 

実績額
② 

差額 
②－① 

１．効率的・効果的な行財政運営 200.0 227.2 27.2 

 

⑴事務事業の 

適正な推進 

○令和 4年度の取組 

・事務事業の見直し 3 事業（廃止 1 件、縮小 1

件、改善 1件） 

○令和 3年度までの取組（令和 4年度も継続） 

・事務事業の見直し 31 事業（廃止 6 件、縮小

14件、改善 11件） 

・ＡＩ（人工知能）、ＲＰＡ（業務自動化）等

の活用による業務の効率化 

ＡＩ－ＯＣＲ、会議録作成支援システム、保

育所ＡＩ入所判定システム、ＲＰＡの導入 

・行政手続等の押印・署名の見直し 

― 190.4 ― 

⑵補助金・負

担金及び扶助

費の見直し 

○令和 4年度の取組 

補助金等の見直し 7件（廃止 4件、縮小 3件） 

○令和 3年度までの取組（令和 4年度も継続） 

補助金等の見直し 15 件（廃止 7 件、縮小 7

件、改善 1件） 

― 33.3 ― 

⑶外郭団体 ○令和 4年度の取組 

・㈱フロンティアいずもの完全民営化 

（R5.3.29） 

○令和 3年度までの取組 

・㈱多伎振興の完全民営化（R2.3.30） 

― 3.5 ― 

２．公共施設のあり方と管理運営 120.0 129.3 9.3 

 

⑴公共施設の 

今後のあり方 

○令和 4年度の取組 

＜民間譲渡＞ 

・見晴らしの丘公園（キララコテージ） 

（R5.4.1） 

・いちじくの里（第 2区）（R5.4.1） 

○令和 3年度までの取組 

＜廃止＞ 

・出雲体育館ほか 2施設 

＜民間譲渡＞ 

・いちじくの里（第 1区）ほか 2施設 

 

― 71.6 ― 
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取組項目 主な取組内容 
令和 4年度財政効果額 

目標額
① 

実績額
② 

差額 
②－① 

 

⑵公共施設の 

管理運営 

○令和 4年度の取組 

・令和 5年度の更新が必要な施設の指定管理者

の選定 

・指定管理者の複数応募に向けた制度改善の検

討 

○令和 3年度までの取組（令和 4年度も継続） 

・指定管理者制度の運用に関する方針、指定管

理者選定に係る評価表の見直し 

・施設使用料の検証のための収入実績調査 

・個別施設計画の策定 

・指定管理に係る納付金制度を新たに 2施設へ

適用 

 

― 57.7 ― 

３．組織・機構と適正な人員管理 260.0 239.4 ▲20.6 

 

⑴時代に即応

した組織・機

構 

○各年度継続している取組 

・社会情勢の変化や喫緊の行政課題に対応した

市の組織体制の見直し 

― ― ― 

 

⑵適正な人員

管理 

○令和 3年度までの取組（令和 4年度も継続） 

・特別職の給料月額の減額 

（H29.7～R3.3、R3.7～R7.3） 

・給与制度の総合的見直し（H29.4～） 

・業務量を勘案した適正な職員数の確保 

― 239.4 ― 

４．財源の確保と債務の抑制 380.0 1,111.9 731.9 

 

⑴使用料・手

数料の見直し 

○令和 4年度の取組 

・大社神門通り交通広場の駐車場の有料化

（R4.10.1） 

○令和 3年度までの取組（令和 4年度も継続） 

・水道料金の見直し（R2.4.1改定） 

・観光バスの市営駐車場の有料化（R2.6.1） 

・「市長が特に必要と認めた場合」を理由とす

る施設使用料の減免判断基準の策定 

 

― 276.2 ― 

 ⑵財源の確保 ○令和 4年度の取組 

・ガバメントクラウドファンディングの実施 

○各年度継続している取組 

・遊休資産の売却・貸付の推進 

・ふるさと納税制度の活用 

・各種印刷物やホームページ等の広告掲載 

― 818.1 ― 
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取組項目 主な取組内容 
令和 4年度財政効果額 

目標額
① 

実績額
② 

差額 
②－① 

 ⑶起債の抑制 ○各年度継続している取組 

・市債の新規発行の抑制 

・市債の繰上償還の実施（利払いの抑制） 

 ― 17.6 ― 

 
合 計 960.0 1,707.8 747.8 
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